
令和５年８月

正 誤

 イ）検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定
   器、炭化水素測定器、黒煙測定器、オパシメータ及び検 
   査用スキャンツールにより行う検査を除く。）以外の検
   査については、現車作業場で行って差し支えない。

 イ）検査機器を用いて行う検査（音量計、一酸化炭素測定
   器、炭化水素測定器、黒煙測定器及びオパシメータによ
   り行う検査を除く。）以外の検査については、現車作業
   場で行って差し支えない。

■36ページ 「3 作業場等の基準の解釈」 3-1. イ）
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